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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための 

関係法律の整備に関する法律の施行について 

 

 

今般、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関

係法律の整備に関する法律」（平成２３年法律第１０５号。以下「整備法」と

いう。）が、平成２３年８月２６日に成立し、平成２３年８月３０日に公布さ

れたところです。 

これに伴い、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部が所管する法律が改正

されることとなりました。改正の趣旨、内容等は下記のとおりとなりますので、

その周知徹底を図るとともに、適切な対応方御配慮いただきますようお願い申

し上げます。 

 

 

記 

  

第１ 改正の趣旨 

整備法は、地域主権戦略大綱（平成２２年６月２２日閣議決定）を踏まえ、

地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的かつ計画的に推進する

ことを目的とするものである。 

なお、整備法により改正された法律のうち、障害保健福祉部所管のものは 
以下のとおりである。 



・児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号） 

・身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号） 

・知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号） 

・障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号） 

 
第２ 改正の内容 
一 児童福祉法の一部改正（整備法第２２条関係） 

（１） 指定障害児通所支援事業者の指定 

イ 都道府県は、指定通所支援事業者の指定の申請者に関する基準を条

例で定めるものとすること。 
ロ イの条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い

定めるものとすること。 
（２） 指定障害児入所施設の指定 
   イ 都道府県は、指定障害児入所施設の指定の申請者に関する基準を条

例で定めるものとすること。 
   ロ イの条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い

定めるものとすること。 
 

二 身体障害者福祉法の一部改正（整備法第３０条関係） 

（１） 市町村は、身体に障害がある者の福祉の増進を図るため、身体に障

害のある者の相談に応じ、及び身体に障害がある者の更生のために必

要な援助を行うこと（（２）において「相談援助」という。）を、社

会的信望があり、かつ、身体に障害のある者の更生援護に熱意と識見

を持っている者に委託することができること。 

（２） 都道府県は、障害の特性その他の事情に応じた相談援助を委託する

ことが困難であると認められる市町村がある場合にあっては、当該市

町村の区域における当該相談援助を、社会的信望があり、かつ、身体

に障害のある者の更生援護に熱意と識見を持っている者に委託するこ

とができること。 
 

三 知的障害者福祉法の一部改正（整備法第３９条関係） 
（１） 市町村は、知的障害者の福祉の増進を図るため、知的障害者又はそ

の保護者の相談に応じ、及び知的障害者の更生のために必要な援助を

行うこと（（２）において「相談援助」という。）を、社会的信望が

あり、かつ、知的障害者の更生援護に熱意と識見を持っている者に委

託することができること。 



（２） 都道府県は、障害の特性その他の事情に応じた相談援助を委託する

ことが困難であると認められる市町村がある場合にあっては、当該市

町村の区域における当該相談援助を、社会的信望があり、かつ、知的

障害者の更生援護に熱意と識見を持っている者に委託することができ

ること。 
 

四 障害者自立支援法の一部改正（整備法第５４条関係） 

（１） 指定障害福祉サービス事業者 
    イ 都道府県は、指定障害福祉サービス事業者の指定の申請者に関す

る基準を条例で定めるものとすること。 
    ロ イの条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従

い定めるものとすること。 

（２） 指定障害者支援施設 
    イ 都道府県は、指定障害者支援施設の指定の申請者に関する基準を

条例で定めるものとすること。 
    ロ イの条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従

い定めるものとすること。 
（３） 市町村障害福祉計画 

    イ 市町村障害福祉計画においては、指定障害福祉サービス又は指定

相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策及び地域生

活支援事業の種類ごとの実施に関する事項について定めるよう努め

るものとすること。 
    ロ 市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとすると

きは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講

ずるよう努めるものとすること。 
（４） 都道府県障害福祉計画 
   都道府県障害福祉計画においては、区域ごとの指定障害福祉サービス

又は指定相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策、区域

ごとの指定障害福祉サービス又は指定相談支援に従事する者の確保又

は資質の向上のために講ずる措置に関する事項、指定障害者支援施設の

施設障害福祉サービスの質の向上のために講ずる措置に関する事項及

び地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項について定めるよ

う努めるものとすること。 
 
五 その他 
 一（１）・（２）、四（１）・（２）に係る条例の制定主体及び育成医療 



の支給認定等についての権限移譲については、今後別途政令等で定めるもの 
とすること。 
 

第３ 施行日 

第２に掲げる改正（育成医療の支給認定等についての権限移譲は除く。）

は、平成２４年４月１日から施行すること。ただし、障害者自立支援法の一

部改正（障害者自立支援法第８８条及び第８９条の改正規定に限る。）の施

行の日は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福

祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係

法律の整備に関する法律（平成２２年法律第７１号）附則第一条第三号に掲

げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日とすること。 
 
第４ 経過措置 

一 児童福祉法の一部改正に伴う経過措置（整備法附則第１５条関係） 

第２の一の規定の施行の日（平成２４年４月１日）から起算して１年を超

えない期間内において、第２の一の規定による改正後の児童福祉法（以下「新

児童福祉法」という。）第２１条の５の１５第２項第１号（新児童福祉法第

２４条の９第２項において準用する場合を含む。）に規定する都道府県の条

例が制定施行されるまでの間は、新児童福祉法第２１条の５の１５第３項

（新児童福祉法第２４条の９第２項において準用する場合も含む。）に規定

する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該都道府県の条例で定める

者とみなすこと。 
 

二 障害者自立支援法の一部改正に伴う経過措置（整備法附則第２５条関係） 

第２の四（１）及び（２）の規定の施行の日（平成２４年４月１日）から

起算して１年を超えない期間内において、第２の四（１）及び（２）の規定

による改正後の障害者自立支援法（以下「新障害者自立支援法」という。）

第３６条第３項第１号（新障害者自立支援法第３７条第２項及び第３８条第

３項において準用する場合を含む。）に規定する都道府県の条例が制定施行

されるまでの間は、新障害者自立支援法第３６条第４項（新障害者自立支援

法第３７条第２項及び第３８条第３項において準用する場合を含む。）に規

定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該都道府県の条例で定め

る者とみなすこと。 


